第２号様式（第９条関係）
鹿環協第　　　　号　
　令和　　年　月　日　
　　　　　　　　　　　様
　　　　　一般財団法人　鹿児島県環境技術協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　宮廻　甫允
　

　令和８年度離島における電気自動車等購入支援事業補助金
交付確定通知書兼支払通知書
　　年　月　日付けで申請のあった離島における電気自動車等購入支援事業補助金については、鹿児島県補助金等交付規則第４条及び令和８年度離島における電気自動車等購入支援事業補助金交付要綱第９条の規定により下記のとおり交付することに決定し、令和８年度離島における電気自動車等購入支援事業補助金交付要綱第９条の規定により、交付額を確定するとともに指定の口座への振込により支払うこととしたので通知します。
記
１　交付確定額　　金　　　　 円
２　補助金支払額　金　       円
３　交付の条件
(1) 補助金の交付を受けて取得した電気自動車等を、購入した日の翌日から起算して４年（運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両にあっては、３年）を経過する日までに処分（補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。）する場合又は使用の本拠が補助金の交付を受けた際に申請した場所から移動させる場合は、事前に協議すること。

(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭（預金）出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の明細が分かる証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間整備保管すること。
(3) その他、令和８年度離島における電気自動車等購入支援事業補助金交付要綱の定めに従うこと。
第３号様式（第15条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請日　令和　　年　月　日
　
　令和８年度離島における電気自動車等購入支援事業補助金
財産処分等承認申請書
　鹿児島県知事　　　　　　　殿 
　　　　　　　　　　　　　　　　（補助事業者）
住所　〒　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　氏名又は名称及び代表者名　　　　　
日中連絡が可能な電話番号　
令和　年　月　日付けで補助金の額の確定通知を受けた補助事業に関する取得財産の処分等について、鹿児島県補助金等交付規則第21条及び令和８年度離島における電気自動車等購入支援事業補助金交付要綱第15条第２項の規定に基づき、下記のとおり承認を申請します。なお、補助金の一部返納などの指示があった場合はそれに従います。
記
１　処分等する取得財産及び処分等の方法
	財産の名称
（メーカー名・車名）
	型　式
	自動車登録番号
又は車両番号
	車台番号

	
	
	
	

	処分等の内容（該当項目に○）

	１ 売却（含下取り等） ２ 譲渡（含相続等） ３ 抹消・廃棄
４ 使用の本拠が鹿児島県の離島以外に移転
５ その他（　　　　　　　　　　　　　　）


２　処分等の理由（乗換え、事故等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３　乗り換え車両（乗り換えの場合）
(1)　新たに乗り換えた自動車の種類（該当項目に〇）
１ ｶﾞｿﾘﾝ車 ２ ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車 ３ 電気自動車 ４ ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車

５ 燃料電池自動車 ６ ｸﾘｰﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙ自動車 ７ 乗換えなし ８ その他(　 　　　　)

(2)　新たに乗り換えた自動車の車名（任意）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(3)　新たに乗り換えた自動車の選択理由（種類や車種を変更した理由等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４　処分等する自動車に対する感想（任意）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４号様式（別表第４関係）
令和　年　月　日　
令和８年度離島における電気自動車等購入支援事業補助金
貸与料金の算定根拠明細書
一般財団法人鹿児島県環境技術協会
理事長　宮廻　甫允　殿

                                〈リース会社〉
                                  住所
                                  名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
              　　　　　　　　　〈使用者（貸借者）〉
                                  住所
                                  名称／使用者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
今回リース契約を行った車両のリース料金等の算定根拠は下記のとおりです。
１　車両・リース期間・補助金相当額
	車名
	

	リース期間（月数）　※
	か月　　

	補助金相当額
	円　　　


※　リース期間は原則として処分制限期間より長く設定されていること。

　 
２　リース料金
	
	補助金無しの場合
	補助金有りの場合
	差額

	リース料金総額（消費税抜き）
	
	
	

	月額リース料金（消費税抜き）
	
	
	


　 
                                〈リース会社〉担当者
                                  氏名
                                  所属
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL

FAX

第５号様式（別表第４関係）法人が当該車両のリースを受ける者である場合
リース契約車両の管理・使用に係る
リース会社、借受人（法人）、借受人の社員等による確認書
甲（リース会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）と

乙（リース車両借受人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）、
乙の社員である丙（　　　　　　　　　　　　　）は、以下の事項に関して確認した。

甲と乙が締結した下記リース契約の車両は、丙が車両の管理責任者となり業務に使用するものであり、自動車保管場所証明書の「使用の本拠の位置」を丙の住所とするとともに、自動車検査証の「使用者」を丙とする登録をしたものである。
甲、乙及び丙は、当該車両が補助金交付を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってその車両を管理し、使用する義務を負う。
　年　月　日　
リース契約内容
契約日　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

契約車両
・初度登録日　　　　　　　　　　　　年　月　日

・車両名　　　　　　　　　　　
・自動車登録番号又は車両番号　
甲　住　所　
会社名　
役　職　
氏　名　
乙　住　所　
会社名　
役　職　
氏　名　
丙　住　所　
会社名　
役　職　
氏　名　
以上
第６号様式（別表第４関係）法人による申請の場合
車両の管理・使用に係る法人とその社員等による確認書
　甲（補助金申請会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）と甲の社員である乙（　　　　　　　　　　　　　　　）は、以下の事項に関して確認した。
甲が購入した下記車両は、乙が車両の管理責任者となり業務に使用するものであり、自動車保管場所証明書の「使用の本拠の位置」を乙の住所とするとともに、自動車検査証の「使用者」を乙とする登録をしたものである。
甲と乙は、当該車両が補助金交付を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってその車両を管理し、使用する義務を負う。
　年　月　日　
購入車両
・初度登録日　　　　　　　　　　　　 年　月　日
・車両名　　　　　　　　　　　
・自動車登録番号又は車両番号　
甲　住　所　
会社名　
役　職　
氏　名　
乙　住　所　
会社名　
役　職　
氏　名　
以上
第７号様式（別表第４関係）
在　職　証　明　書
	氏名
	フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

	生年月日
	　年　月　日

	現住所
	〒

	入社年月日
	　年　月　日

	所属部署
	

	役職
	


上記の者は、当社に勤務する社員であることを証明します。
　年　月　日　
所 在 地　
名　　称　
代表者名　
電話番号　

